
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

それぞれの被膜形成槽（２，３）がこれらの被膜形成槽の底部に設けられている支持兼滑
りレール（４５）により側方へと走出可能であるように構成されていること、および析出
室へ電解液を供給するために、供給兼排出導管（２８，２９）と結合されている転向案内
管路（２７）が被膜形成槽（２，３）内の頭部側および底部側に設けられていることを特
徴とする析出装置。
【請求項０２】
　 、陽極の全幅にわたって延在していて
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鋼ストリップを金属で被覆するための金属を含有している電解液から金属を析出するた
めの装置であって、この装置が互いに垂直に並列して設けられている被膜形成槽から成り
、この装置内において上方の転向ローラおよび／または案内ローラから走出する被膜を形
成されるべき鋼ストリップがそれぞれ一つの被膜形成槽（２；３）の相対して垂直に設け
られていてかつ陽極板（１１，１２）として形成されている二つの外壁間の間隙を通過し
て下方の転向ローラへと、そしてそこから他の上方の転向ローラおよび／または案内ロー
ラへと案内され、その際それぞれ下方へと或いは上方へと走る鋼ストリップがポンプによ
り循環して供給される電解液流によりこの鋼ストリップの移動方向に対して反対方向で作
用を受け、そしてこの装置において相前後している被膜形成槽（２，３；３，２）のそれ
ぞれ互いに隣接し合っている陽極板（１１，１２）が析出室（１３）を区画している様式
の、金属を含有している電解液から金属を析出するための装置において、

陽極板（１１，１２）の上方および下方の端部に



流入兼流出スリット（２５、２６）が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の
析出装置。
【請求項０３】
　

【請求項０４】
　陽極板（１１；１２）の側方の開口に摺動出入り可能な閉鎖板（１７，１８）が

ことを特徴とする請求項１から３までのいずれか一つに記載の析出装置。
【請求項０５】
　閉鎖板（１７）の鋼ストリップの縁部に面している幅狭側が縁部フード（１９）を備え
ていることを特徴とする請求項４に記載の析出装置。
【請求項０６】
　第一の被膜形成槽（２）が案内ローラ（４）を、第二の被膜形成槽（３）が転向ローラ
（５）を、そして次の被膜形成槽（２）が再び案内ローラ（４）を ことを特
徴とする請求項１から５までのいずれか一つに記載の析出装置。
【請求項０７】
　

【請求項０８】
　被膜形成槽（２；３）を側方で 飛沫防止壁（４７）を有していることを
特徴とする請求項１から７までのいずれか一つに記載の析出装置。
【請求項０９】
　飛沫防止壁（４７）内に扉が設けられている請求項８に記載の析出装置。
【請求項１０】
　

【請求項１１】
　被膜形成槽（２；３）が飛沫防止ハウジング（４６）内に設けられていることを

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
　本発明は、

【０００２】
【従来の技術】
このような様式の装置はヨーロッパ特許第０　１９６　４２０号から公知である。下方へ
と走る鋼ストリップ部分および上方へと走る鋼ストリップ部分のための陽極－陰極室、即
ち析出室を形成している陽極を巡って別個のハウジングが設けられており、これらのハウ
ジング内において電解液流が外方ハウジングのハウジング壁と陽極間の空域内に設けられ
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転向案内管路（２７）が流入兼流出スリット（２５、２６）に接続されていることを特
徴とする請求項２に記載の析出装置。

設けら
れている

担持している

互いに並列して設けられている被膜形成槽（２；３）が迅速着脱装置（３３）により互
いにロックされていることを特徴とする請求項１から６までのいずれか一つに記載の析出
装置。

遮蔽作用を行う

被膜形成槽（２，３）の底部に持上げレバー（４９）が取付けられている請求項１に記
載の析出装置。

特徴と
する請求項１に記載の析出装置。

鋼ストリップを金属で被覆するための金属を含有している電解液から金属を
析出するための装置であって、この装置が互いに垂直に並列して設けられている被膜形成
槽から成り、この装置内において上方の転向ローラおよび／または案内ローラから走出す
る被膜を形成されるべき鋼ストリップがそれぞれ一つの被膜形成槽の相対して垂直に設け
られていてかつ陽極板として形成されている二つの外壁間の間隙を通過して下方の転向ロ
ーラへと、そしてそこから他の上方の転向ローラおよび／または案内ローラへと案内され
、その際それぞれ下方へと或いは上方へと走る鋼ストリップがポンプにより循環して供給
される電解液流によりこの鋼ストリップの移動方向に対して反対方向で作用を受け、そし
てこの装置において相前後している被膜形成槽のそれぞれ互いに隣接し合っている陽極板
が析出室を区画している様式の、金属を含有している電解液から金属を析出するための装
置に関する。



ている液体噴射ポンプを介して別個に循環運動している。鋼ストリップ走行方向と反対方
向で高い速度で電解液流が供給されることにより、電解析出を促進する可能な限り乱流状
態の向流が発生される。両陽極対を囲繞する外方ハウジングは溢流するまで完全に電解液
で満たされており、これにより電解液の循環の際高いエネルギー消費が生じるばかりでな
く、被膜形成槽の構成、保守および補修に多額の経費を要する。更に、噴射ノズルを介し
て高い圧力で噴射される電解液の流れ速度をもはや規制することも、制御することも不可
能である。更に、電解液スラッジを槽の底部に捕集することが妨げられない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の根底をなす課題は、金属塩類の水溶液から金属、特に亜鉛を電解により析出する
ための冒頭に記載した様式の析出装置を構造がより単純であるようにかつ経済的であるよ
うに構成することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　

　このような構成により、電解液流によって行なわれる析出は析出室に限られ、この析出
室は一方では互いに平行して設けられている陽極－長手方向壁の溶解しない陽極板に隣接
している被膜形成槽から形成されており、他方では陽極板対の両方の側方の開口に沿って
摺動出入り出可能な閉鎖板によって形成されている。従って、上方および下方で開口して
いるカセット形の析出室が形成され、この析出室の中央を経て、長手方向で見て、被膜形
成されるべき鋼ストリップが陽極板に対しておよび側方の閉鎖板に対して平行に案内され
る。鋼ストリップの走行方向と反対方向で強制的にポンプにより供給・排出される電解液
は、カセット形の析出室を通過する鋼ストリップによって陽極板とこの鋼ストリップ間で
形成される両部分室のみを電解液で完全に満たす。これらの両部分室は極めて単純な方形
の管路によって形成されている。
【０００５】
部分室内のほかに、被膜形成槽には電解液は存在しておらず、従って被膜形成槽は乾燥槽
として存在し、簡単に被膜形成設備をカセット形の構造様式で構成することを可能にする
。被膜形成槽の各々もしくは被膜形成カセットの各々は完全な機能ユニットとして形成す
ることができ、また鋼ストリップが供給されて走っている場合短時間に設備から引出すこ
とが可能である。従って、装置の検査、調節および修繕を被膜形成ライン外でおよび離れ
ている工場で行うことが可能である。更に、予備被膜形成槽もしくは交換被膜形成槽を準
備しておくことにより、作業に支障が生じた場合でも極めて短時間に乾燥槽を交換するこ
とが可能であり、これに伴い著しい生産利点および保守利点が得られる。
【０００６】
本発明による被膜形成槽は開放された機枠組み構造様式で構成することが可能である。即
ち、側方の閉鎖壁、即ち被膜形成槽の相対している陽極板のみが存在しているいるに過ぎ
ず、他方被膜形成槽の端面側は開いている。このような構造にあって、析出室内に或いは
その両部分室内に流入およびそこから流出する電解液のための給送部および分配部は、両
陽極板間の自由空域内に延在して設けることが可能である。被膜形成槽が選択的に閉じら
れている、即ち端面側も壁を備えた機枠を有していてもよい。
【０００７】
本発明による構成により、陽極板の上端部或いは下端部に、陽極の全幅にわたって延在し
ていて流入兼流出スリットが設けられている。流入位置が上方にあるか或いは下方にある
かは、その都度の鋼ストリップの走行方向に依存している。スリットはスリットノズルに
よって形成されているのがのが有利であり、このスリットノズルは陽極板の外方、陽極板
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上記の課題は、本発明により、それぞれの被膜形成槽がこれらの被膜形成槽の底部に設
けられている支持兼滑りレールにより側方へと走出可能であるように構成されていること
、および析出室へ電解液を供給するために、供給兼排出導管と結合されている転向案内管
路が被膜形成槽内の頭部領域および底部領域内に設けられていることによって解決される
。



の手前或いは陽極板内にまとめて設けられる。これらのスリットノズルは如何なる場合に
あっても全装置幅にわたって一様な流動速度を可能にし、かつ一様な鋼ストリップ被膜形
成のための前提要件を提供する。
【０００８】
流入兼流出スリットに接続している転向案内管路が供給／排出導管と結合されており、こ
の供給／排出導管が吸込みタンクに通じており、この吸込みタンク内で析出室の両部分室
を流過した後の電解液を吸込むために必要な負圧を発生させることが可能である。被膜形
成槽から流出する電解液は自由に流去し、捕集槽に達し、この捕集槽から更に自由な勾配
で電解液捕集容器に流れる。この電解液捕集容器から電解液はポンプにより再び被膜形成
槽に供給される。また、捕集槽をポンプのための電解液貯蔵部として一緒に利用すること
も可能である。
【０００９】
閉鎖板の鋼ストリップ縁部に面している幅狭側に－ドイツ連邦共和国特許公開第４１　３
９　０６６号公報から自体公知の－縁部フードを設けることが提案されている。摺動出入
り可能な閉鎖板がカセット形の析出室を側方で完全に封隙しているが、他方縁部フード、
例えば鋼ストリップ縁部方向に開いているＵ－字形の形材は鋼ストリップ側面をこれに接
触することなく囲繞している。縁部フードは鋼ストリップ縁部を覆い、この位置で、例え
ば亜鉛から成る過剰な被膜形成、即ち不都合な隆起部の形成を阻止する。これに対して閉
鎖板は両側で鋼ストリップ縁部に接近するまで案内されており、従って変更可能な鋼スト
リップ幅のその都度の寸法にまで析出室および流過室を縮小することが可能である。同時
に閉鎖板は鋼ストリップ幅からはみ出た流入スリットを覆い、従って電解液が鋼ストリッ
プの領域内でのみ流過することが保証される。
【００１０】
陽極板は、縁部フードのように、非導電材料から成る摺動出入り可能な閉鎖板によって鋼
ストリップ幅から出た部分で完全に覆われ、従ってこの領域において、例えば陽極板の電
圧が異なる場合、一方の陽極板から他方の陽極板への電流の移行が行われることがない。
閉鎖板のこれに担持されている縁部フードと一緒の移動と調節はモータにより駆動される
ねじスピンドルによってか、或いは平行レバーとして形成されてかつ駆動機構に接続され
ているスイングにより行なわれる。縁部フードは、鋼ストリップが片側のみ被膜形成され
る場合、必要としない陽極板は遮断したり、背面のみの鋼ストリップ被膜形成を回避する
ために解体されない場合、重要である。これらの場合、電圧差による遮断されて無電流状
態にある陽極板の被膜形成作用を回避するために、ドイツ連邦共和国特許第３９　０１８
０７号公報から公知の無電流陽極板が水平方向で分割され、万一の短絡電流が遮断される
。
【００１１】
本発明による優れた提案により、第一の被膜形成槽は案内ローラを、第二の被膜形成槽は
転向ローラを、そして次の被膜形成槽が再び案内ローラを備えている。両タイプの被膜形
成槽を従来のように相前後して或いは互いに並列して設けることにより、カセット形の構
造様式で任意の長さの、即ち任意の被膜形成容量の被膜形成槽を構築することが可能であ
る。各々の被膜形成槽は同様に一つの電解液供給部と二つの（接続／遮断）電流接続部を
備えている。それぞれのスリットノズルへの電流分配と電解液分配は被膜形成槽の内部で
行なわれる。
【００１２】
　本発明の他の構成により、並列して設けられている被膜形成槽が

。従って被膜形成槽が互いに錠止されている場合、設備長手方向で生
じる熱による伸びは陽極室および析出室の間隙幅にも、案内ローラ相互の平行性にも何等
影響を与えない。個々の被膜形成槽は互いに支持し合い、鋼ストリップの引張り力を受容
するために外方の支持構造を必要としない。
【００１３】
被膜形成槽を側方で遮蔽する飛沫防止壁が設けられているのがのが有利である。選択的に
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迅速着脱装置により互
いに固定されている



被膜形成槽を飛沫防止ハウジング内に設けることが可能である。しかし、本発明による達
せられる乾燥槽にあっては、公知の被膜形成設備におけるように、飛沫防止壁のためにも
、飛沫防止ハウジングのためにも液密なおよび耐酸性の槽ハウジングを必要としない。
【００１４】
飛沫防止壁内に或いは飛沫防止ハウジング内にドア、特にスライド式ドアが設けられてい
る場合、互いに並列して設けられている被膜形成槽のカセット形の構造様式は更に簡単な
方法で、被膜形成設備を連続運転中に点検することを可能にする。即ち、自由な検分と自
由な接近のために、スライド式ドアを適当に引いて被膜形成槽を開けることが必要である
に過ぎない。スライド式ドアが開いた際、個々の被膜形成槽を問題なく側方で外方へと被
膜形成ラインから引出すことが可能である。ただ検査を目で見て行うのには、飛沫防止壁
或いは飛沫防止ハウジングを透明な材料で造ることが可能である。
【００１５】
本発明による提案により、被膜形成槽の底部に支持兼滑りレールが設けられており、この
支持兼滑りレールにより使用される被膜形成槽を位置決めでき、また簡単に被膜形成ライ
ンから引出すことが可能である。この際、被膜形成槽の底部に持上げレバーが取付けられ
ており、この持上げレバーがモータにより被膜形成槽と共に運動可能であり、被膜形成ラ
イン内の比較的低い水準に降下され、かつそこに位置決めされる被膜形成槽を、解体のた
めに高い位置にある走出面に持上げることを可能であるように構成するのがのが有利であ
る。
【００１６】
本発明の他の詳細および利点は、特許請求の範囲および以下の記載から明瞭である。
以下に添付した図面に図示した発明の実施の形態について本発明を詳細に説明する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
鋼ストリップを被膜形成処理するための詳細に図示していない析出装置もしくは被膜形成
設備１のうち図１には三つのカセット形の構造様式で互いに並列されて垂直に設けられて
いる被膜形成槽２と３が示しされている。被膜形成槽２は上方に案内ローラ４を備えてお
り、他方この実施の形態にあって中央の被膜形成槽３は下方で－鋼ストリップを傷付けな
いようにゴムを取付けた或いは合成樹脂を積層した－転向ローラ５を備えている。下方で
転向ローラを設ける代わりに案内ローラを設けることも本発明による実施の形態の範囲内
に入り、これによりエネルギーの節約、各々のローラのための冷却経費の節減および電流
が半分になることから電流案内ローラおよび電流伝達部の構成が簡略化される。
【００１８】
例えば亜鉛で被膜形成される鋼ストリップ６は被膜形成設備１を矢印７および８の方向で
上方へ、そして下方へと通過する。その際、この鋼ストリップ６は頭部側と底部側の押圧
力調節可能な案内ローラ９，１０により案内される。被膜形成槽２；３の鋼ストリップ６
に対して平行に走っている外壁は陽極板１１，１２として形成されており、並列して設け
られている被膜形成槽２，３および３，２のそれぞれ二つの隣接している陽極板１１，１
２は析出室１３を形成し、この析出室は通過する鋼ストリップ６により極めて単純な正方
形の二つの部分室１４，１５に分割されている。被膜形成槽２，３はそれらの幅狭側にお
いて端面壁１６により閉じられており、この端面壁は各々の被膜形成槽２，３の互いに相
対している陽極板１１，１２間の間隔を橋絡している。
【００１９】
互いに並列して設けられている被膜形成槽２，３および３，２の隣接している陽極板１１
，１２により区画されている析出室１３は上方および下方が開いており、他方その側方の
左のおよび右の開口は封隙状態で設けられている閉鎖板１７，１８（図３参照）で閉じら
れている。これらの閉鎖板１７，１８はそれらの鋼ストリップ縁部に面している幅狭側に
おいて鋼ストリップ縁部を覆って縁部フード１９（図７参照）で形成されている。陽極の
高さ全体にわたって延在しているこれらの閉鎖板１７，１８には、図７に示したように、
封隙条片２０、例えばＶ－字形に板に当接する封隙舌片、或いは膨張可能なパッキンが所
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属しており、従って如何なる場合にあっても、調節が行われた際陽極板１１，１２間で運
動する閉鎖板１７，１８の側方での完全な封隙が達せられる。このことは、閉鎖板１７，
１８が、図７による実施の形態により、一方において槽室２１に、他方は陽極板１１，１
２に枢着されているレバー２２から成るレバーシステムにより、その相互間隔が変更可能
である。陽極板１１，１２が運動するにもかかわらず、側方の空隙域の封隙は変わること
なくそのままである。
【００２０】
　被膜形成槽２，３は乾燥槽である。何故なら、ポンプによる強制下に鋼ストリップの走
行方向に対して向流で析出室１３を流過する電解液が、鋼ストリップ６により分割されて
いる部分室１４，１５のみを充填しているからである。析出室１３に電解液を供給するた
めに、－図１において被膜形成槽２，３が上方および下方を指向している矢印２３，２４
で示すように供給が向流で行なわれるので－陽極板１１，１２の上端部および下端部に流
入スリット２５或いは流出スリット２６が設けられており、これらのスリットは陽極の全
幅にわたって延在している。

この転向案内管路２７は供給／排出
導管２８，２９と結合されており、これらの供給／排出導管はこの実施の形態のにあって
は吸込みタンク３１に接続されている貯蔵タンクおよび循環タンク３０から電解液が供給
される。この供給の目的で管導管内にポンプ３２が設けられている。
【００２１】
　本質的に電解液のための流入スリットノズル２５並びに支持ブロック内に支承されてい
る案内ローラ４と転向ローラ５のみを示した装置の側面図である図２から認められるよう
に、被膜形成槽２，３の各々は端面側に設けられている を介して互いに
固定され、従って設備長手方向での熱による伸びは不利な作用を及ぼさない。図２に示し
た被膜形成槽を左方向から見て示している図３から、閉鎖板１７，１８がスピンドル駆動
機構４４により、鋼ストリップ６の最小の幅Ｂｍｉｍに相当する寸法が得られるように相
互方向に運動されているのが詳細に認められる。最大の幅Ｂｍａｘにするため相対してい
る閉鎖板１７，１８は調節可能である。
【００２２】
図４による設備構図から認められるように、－カセット形の構造様式を可能にする被膜形
成槽であることにより容易に可能であるのだが－五つの被膜形成槽２，３が互いに並列し
て設けられており、それらは底部側の支持兼滑りレール４５で図示していない基礎機枠上
に取付けられている構造様式で内蔵されている。この支持兼滑りレール４５は、被膜形成
槽２，３を垂直方向で上方へと増設する代わりに、図６の右側部分から認められるように
、被膜形成槽を側方で引出すことが可能であるようにしている。
【００２３】
被膜形成槽２，３は図５による実施の形態にあっては、飛沫防止ハウジング４６内に設け
られており、この飛沫防止ハウジングは同時に案内ローラ４と転向ローラ５を支承するた
めの担持体として働く。飛沫防止ハウジング４６により被膜形成槽２，３の周囲の直接的
な保護を行う代わりに、これらの被膜形成槽２，３に、図６に示した実施の形態にあって
は、被膜形成設備の長手方向で延在して飛沫防止壁４７が所属している。一方では設備を
継続運転している間に検査するために、他方では被膜形成槽２に関して図６の右部分に示
すように、被膜形成槽２，３を側方へと被膜形成ラインから引出すことによりこれらの被
膜形成槽２，３を解体するために、この飛沫防止壁４７内に－もしくは図５による実施の
形態にあっては飛沫防止ハウジング４６内に、図示していないスライドドアが内蔵されて
おり、このスライド式ドアを開いた後設備に自由に接近可能である。
【００２４】
陽極板１１，１２および上方に設けられている案内ローラ４と共に槽枠２１を解体し、側
方へと引出すために、被膜形成槽２はその内蔵位置（図４参照）から引出し水準位置まで
持上げられる。次いで被膜形成槽２はローラ路４８と同列位置に存在し、このローラ路上
を介して被膜形成槽２を引出すことが可能である。この被膜形成槽２を持上げかつ降下さ
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これらのスリットは被膜形成槽２，３の頭部側および底部側
に設けられている転向案内管路２７に接続している。

迅速着脱装置３３



せるために、槽枠２１に底部側で旋回可能に固定されている持上げレバー４９が取付けら
れており、この持上げレバーは共通の引張りロッド５０を介して駆動機構５１、例えばシ
リンダ駆動機構の作用を受け、従って運動される。
【００２５】
更に、図６から－図３による実施の形態と異なる－閉鎖板１７，１８を最小の幅Ｂｍｉｍ
と最大の幅Ｂｍａｘもしくはその間に存在している値に調節するための装置の他の実施の
形態が明らかである。この装置はそれらの陽極板対を形成する二つの隣接し合っている陽
極板１１，１２のそれぞれ一つの左側と右側に設けられていて、空気／液圧駆動機構によ
り旋回される平行四辺形リンク機構５２から成る。この装置により閉鎖板１７，１８は所
望の幅寸法に調節される。平行四辺形リンク機構５２の実線で示した位置は被膜形成され
るべき鋼ストリップ６の最大の幅Ｂｍａｘに相当し、鎖線で示した内方へと旋入された位
置は被膜形成されるべき鋼ストリップ６の最小の幅Ｂｍｉｍに相当する。
【００２６】
【発明の効果】
上記のような本発明による構成により、設備のために多くの場所を要することなく、カセ
ット形の構造様式で容易に交換可能にかつ極めてコンパクトに析出装置を構成することが
可能となり、この装置による作業も環境を汚すことなく行われる。
【図面の簡単な説明】
【図１】それらの縦壁部が陽極板から成り、互いに並列して設けられ、被膜形成設備の細
部構造体としての三つの被膜形成槽の縦断面図であり、その際これらの被膜形成槽のうち
二つの互いに隣接している被膜形成槽が析出室を囲繞しているいる構造様式をそれらの排
出タンクおよび貯蔵タンクへもしくは循環容器に通じている供給導管接続部と共に示した
図である。
【図２】カセット形の構造様式で互いに並列して設けられていてかつ端面側において錠止
部材により互いに固定されている被膜形成槽の側面図である。
【図３】左側および右側で所属していてかつ摺動出入り可能な閉鎖板と共に示した被膜形
成槽の正面図である。
【図４】被膜形成設備の作業位置に置かれかつ位置決めおよび側方へと引出すための底部
側の支持兼滑りレールを備えている多数の被膜形成槽の側面図である。
【図５】飛沫防止ハウジング内に設けられている被膜形成槽の細部の正面図である。
【図６】摺動出入り可能な閉鎖板のための運動機構並びに被膜形成槽をその内蔵位置から
引出し水準位置に持上げるための運動機構、並びに被膜形成槽を右側に示した引出し位置
に引出すための運動機構と共に示した被膜形成槽の正面図である。
【図７】互いに調節可能な陽極板を備えた陽極対を、摺動出入り可能な閉鎖板の封隙部と
共に鋼ストリップ縁部内で示した詳細図である。
【符号の説明】
１　被膜形成設備
２，３　被膜形成槽
４　案内ローラ
５　転向ローラ
６　鋼ストリップ
７，８，２３，２４　矢印
９，１０　案内ローラ
１１，１２　陽極板
１３　析出室
１４，１５　部分室
１６　端面壁
１７，１８　閉鎖板
１９　縁部フード
２０　封隙条片
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２１　槽枠
２２　レバー
２５　流入スリット
２６　流出スリット
２７　転向案内管路
２８，２９　供給／排出導管
３０　循環タンク
３１　吸込みタンク
３２　ポンプ
４５　支持兼滑りレール
４６　飛沫防止ハウジング
４７　飛沫防止壁
４８　ローラ路
４９　持上げレバー
５０　引張りロッド
５１　駆動機構
５２　平行四辺形リンク機構
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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